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   新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬（ゾコーバ錠125mg）の 
  医療機関及び薬局への配分について 

 
日頃、本県の保健医療行政に御協力いただき厚くお礼申し上げます。 
さて、令和４年１１月２２日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策 

推進本部及び同省医薬・生活衛生局総務課事務連絡について、令和４年１２月  

１２日付けで別添写しのとおり改正されましたので、御了知いただくとともに、

下記の点につきまして、御確認をお願いいたします。 
記 

１ 標記経口抗ウイルス薬（以下「本剤」という。）の配分について 
 （１）本剤を取り扱う場合は県への申し出が必要となりますので、本剤の   

配分を希望される場合は、県ホームページを御確認いただき、調査票の 

御提出をお願いいたします。 
 （２）県への申し出後、１週間程度でゾコーバ登録センターから本登録の   

案内が送付されますので、案内に従って手続きをお願いいたします。 
 （３）本剤の配分依頼は同センターを通じて行っていただくこととなります。 
２ 主な留意事項等 
 ・ 令和３年１１月９日事務連絡「薬局における新型コロナウイルス感染症の

経口治療薬の配分に係る医薬品提供体制の整備について」に基づく    

対応薬局の条件を満たす薬局を今回の対象施設としますので、申し出に  

当たっては、事前に同事務連絡を御確認ください。 
 ・ ゾコーバ対応薬局の登録数に上限が決められていることから、より多くの

薬局を登録するため、在庫配置の上限数を調整させていただきます。    

上限数については、ゾコーバ登録センターで発注する際に御確認ください。 
 
 【県ホームページ】 
 URL：https://www.pref.chiba.lg.jp/yakumu/covid-19/xocova-yakkyoku.html 
 
 
  

【問合せ】 
●県への手続きに関すること 
 健康福祉部薬務課企画指導班 
 TEL ０４３－２２３－２６１４ 
●本剤に関すること 
 ゾコーバ登録センター 
 TEL ０１２０－７９５－０３２ 


